
大分県母子・父子福祉センターの指定管理者の任意指定に係る外部有識者による評価について 

 

令和７年１０月３１日 

大分県福祉保健部こども・家庭支援課 

 

１ 任意指定の相手方 

 （１）名 称  一般財団法人大分県ひとり親家庭福祉連合会 

 （２）代表者  理事長 高山 やよゐ 

 （３）所在地  大分市大津町２丁目１番４１号 

 

２ 意見聴収の実施日程等 

 （１）実施日  令和７年８月２８日（木） 

 （２）会 場  大分県庁舎新館１３階１３４会議室 

 

３ 外部有識者 

   松本 由美  委員  （大分大学福祉健康科学部 教授） 

   下山 敬寛  委員  （国立障害者リハビリテーションセンター  

自立支援局 別府重度障害者センター 所長） 

   水谷 トシヱ 委員  （大分県地域婦人団体連合会 会長） 

   光田 加壽子 委員  （税理士） 

 

４ 評価結果 

審査基準 審査基準における評価項目 配点 項目得点 

１ 事業計画書の内

容が、県民の平等な

利用が確保されると

ともに、サービスの

向上が図られるもの

であること 

（１） 施設の設置目的及び県が示した管理の

方針 

（２） 平等な利用を図るための具体的手法及

び期待される効果 

（３） サービスの向上を図るための具体的手

法及び期待される効果 

２４点 

×４人 

＝９６点 

７９．５０ 

２ 事業計画書の内

容が、施設の効用を

最大限に発揮するも

のであること 

（１） 利用者増を図るための具体的手法及び

期待される効果 

（２） 施設の維持管理の内容、適格性及び実

現の可能性 

２８点 

×４人 

＝１１２点 

６４．５０ 

３ 事業計画書の内

容が、施設の管理に

係る経費の縮減が図

られるものであるこ

と 

（１） 施設の管理運営に係る経費の内容 

２０点 

×４人 

＝８０点 

６０．００ 



４ 事業計画書に沿

った管理を安定して

行う能力を有してい

るものであること 

（１） 収支計画の内容、適格性及び実現の可

能性 

（２） 安定的な運営が可能となる人的能力 

（３） 安定的な運営が可能となる経理的基盤 

（４） 事業及び施設の運営実績 

２８点 

×４人 

＝１１２点 

８５．００ 

計  

１００点 

×４人 

＝４００点 

２８９．００ 

 

５ 意見聴収結果 

  一般財団法人大分県ひとり親家庭福祉連合会を指定管理候補者とし、サービス改善提案事業につい

ても当該団体の提案どおり採択することが適当であるとの意見で一致。 

［付帯意見］ 

 ①相談件数は年々増加しているが、対応が難しいケースであっても市町村や関係機関につなぐなど

適切に対応している点が評価できる。 

  ②会議室や研修室に比べて和室の使用件数が少ないので、和室の有効活用を検討してもらいたい。 

 

６ 所管課の意見 

  一般財団法人大分県ひとり親家庭福祉連合会は、県内各地域のひとり親家庭支援団体を構成員とし

ひとり親家庭等の状況及び生活実態に精通しているとともに、相談業務等に対応する優れた人材を有

しており、また、ひとり親家庭等の福祉の増進にための事業を受託していることから、これらと一体

的な支援に取り組むことが可能であることから、当該団体を指定管理候補者とすることが適当であ

る。 


